
「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針（案）」 

に関する意見募集の結果について 

 

令和４年３月３１日 

公 正 取 引 委 員 会 

経 済 産 業 省 

 

１ 公正取引委員会及び経済産業省は，スタートアップと連携事業者との間である

べき契約の姿・考え方を示すことを目的とし，令和３年３月２９日，「スタートア

ップとの事業連携に関する指針」を策定しました。その後，出資に係る取引慣行

の重要性に鑑み，成長戦略実行計画（令和３年６月１８日閣議決定）において，

スタートアップと出資者との契約の適正化に向けて，新たなガイドラインを策定

することとされました。 

これを受けて，公正取引委員会及び経済産業省は，「スタートアップとの事業連

携に関する指針」を改正し，「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへ

の出資に関する指針」（以下「本指針」という。）を策定することとし，令和３年

１２月２３日に原案を公表し，令和４年１月２１日を期限として，関係各方面か

ら広く意見を募集したところです。 

 

２ 今回の意見募集では，９の団体・事業者・個人から意見が提出されました（注）。

公正取引委員会及び経済産業省は，提出された意見等を慎重に検討した結果，原

案を一部変更した上で，別紙１のとおり，本指針を策定し，公表することとしま

した。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会及び経済産業省の

考え方は別紙２，変更点は別紙３のとおりです。 

（注）このうち，２者からの意見の中には原案の内容に関係しない意見がありま

した。 

 

３ 公正取引委員会及び経済産業省は，本指針を事業者等に十分に周知し，事業者

の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに，公正取引委員会は，引

き続き，独占禁止法を適正に運用してまいります。 

 

問い合わせ先 

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課取引調査室 

電話 ０３－３５８１－３３７２（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 

経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室 

 電話 ０３－３５０１－１５６９（直通） 

  ホームページ https://www.meti.go.jp/  

https://www.jftc.go.jp/
https://www.meti.go.jp/

